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制 度 概 要 

 

１ 趣旨 

・この制度は、潜在保育士（保育士資格を有する者であって、保育士として勤務していない

方）に保育士就職準備金を貸し付けることにより、保育人材確保を図ることを目的としてい

ます。 

 

２ 実施主体  

・社会福祉法人岡山県社会福祉協議会（以下「岡山県社会福祉協議会」といいます。）が行い

ます。 

 

３ 貸付対象者 

・貸付対象者は、次の要件をいずれも満たす方です。ただし、保育士として週20時間以上の勤

務が必要です。また、保育士修学資金貸付における就職準備金の加算を受けた方を除きま

す。 

（１）以下に掲げる施設又は事業を離職した方、又は当該施設又は事業に勤務経験のない方 

ア 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条に規定する保育所及び幼保連携型認定こど

も園 

イ 児童福祉法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業 

ウ 児童福祉法第６条の３第 10 項に規定する小規模保育事業 

エ 児童福祉法第６条の３第 12 項に規定する事業所内保育事業 

オ 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する幼稚園 

（２）保育所等（対象施設・事業は、次ページに記載）に新たに勤務する方 

※指定保育士養成施設（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 18 条の６に基づき都道府県

知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設）を卒業後、速やかに保育所等に勤務する

新卒の保育士は、貸付対象になりません。 

 

４ 貸付金の使途と貸付額 

・就職する際に必要な以下に要する費用として貸し付けます。 

 （１）保育所等への就職によって転居が伴う場合における転居費用 

  （２）転居先の賃貸物件の借り上げに伴う礼金や仲介手数料 

  （３）保育所等で使用する被服費 

  （４）保育所等の勤務に復帰するに当たり研修等を受けた際の研修費用 

  （５）保育所等への通勤に要する移動用自転車等の購入費 

（６）申請者の子どもが保育所等を利用する際に必要となる費用 

（７）申請者の子どもの預け先を探す際の活動に必要となる費用 

（８）その他、岡山県社会福祉協議会会長(以下「会長」といいます。)が再就職する際に必

要となる経費として適当と認める経費 
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・保育士就職準備金貸付事業の貸付金（以下「保育士就職準備金」といいます。）の貸付上限

額は、400,000円です。ただし、年度によっては、岡山県内の保育士の求人状況等を鑑み、貸

付上限額を200,000円とする場合があります。 

※申請の際は、岡山県社会福祉協議会ホームページにて最新情報をご確認ください。 

・貸付額は「貸付上限額」と「申込書に記載された額のうち会長が必要と認めた額」のいずれ

か少ない方の額です。 

・保育士就職準備金は、指定された口座へ一括して振り込みます。なお、貸付回数は、他の都

道府県も含めて１人当たり１回限りです。 

 

 

本制度において「保育所等」とは、以下に掲げる施設又は事業のことを示しています。 

① 児童福祉法第７条に規定する保育所 

② 学校教育法第１条に規定する「幼稚園」のうち次に掲げるもの 

ア 教育時間の終了後等に行う教育活動（預かり保育）を常時実施している施設 

イ ③に定める「認定こども園」への移行を予定している施設 

③ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18年法

律第 77号。以下「認定こども園法」という。）第２条第６項に規定する「認定こども園」 

④ 児童福祉法第６条の３第９項から第 12 項までに規定する事業であって、同法第 34 条の

15第１項の規定により市町村が行うもの及び同条第２項の規定による認可を受けたもの 

⑤ 児童福祉法第６条の３第 13 項に規定する「病児保育事業」であって、同法第 34 条の 18

第１項の規定による届出を行ったもの 

⑥ 児童福祉法第６条の３第７項に規定する「一時預かり事業」であって、同法第 34条の 12

第１項の規定による届出を行ったもの 

⑦ 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 30 条第１項第４号に規定する離島そ

の他の地域において特例保育を実施する施設 

⑧ 児童福祉法第６条の３第９項から第 12 項までに規定する事業又は同法第 39 条第１項に

規定する業務を目的とする施設であって同法第 34条の 15第２項、同法第 35条第４項の認

可又は認定こども園法第 17 条第１項の認可を受けていないもの（認可外保育施設）のう

ち、地方公共団体における単独保育施策（いわゆる保育室・家庭的保育事業に類するもの）

において保育を行っている施設 

⑨ 子ども・子育て支援法第 59 条の２第１項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、

「企業主導型保育事業等の実施について」の別紙「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」

の第２の１に定める企業主導型保育事業 

 

 

５ 利子 

・利子は無利子とします。ただし、所定の期限までに返還しなかった場合、納付期限の翌日か

ら、返還の日までの日数に応じ、所定の延滞利子（年３％）を徴収します。 
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６ 連帯保証人 

・貸付けには、連帯保証人が１名必要です。 

・連帯保証人は、原則として次に掲げる要件全てに該当する必要があります。 ただし、申請者が

未成年者である場合は、以下の条件に関わらず、連帯保証人は法定代理人（親権者等）でな

ければなりません。 

（１）日本国内に住所を有する方 

  （２）日本国籍を有する方又は永住者の在留資格を持つ方若しくは特別永住者等の方 

  （３）確実な保証能力を有する成年者の方  

※保証能力については、原則として住民税所得割を課税されていること又は貸付額の３倍以上

の収入（年収）があることを以って確認させていただきます。 

※連帯保証人は、申請者と独立した生計を営む保証能力の確実な成年者であることが望ま

しいです。 

※連帯保証人の状況により貸付けが認められない場合があります。 

    ※連帯保証人の適格要件等に関する個別のお問い合わせには、回答いたしかねます。 
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各 種 手 続 き  

 

１ 申込みから貸付けまで 

（１）申込方法 

・「岡山県保育士就職準備金借入申込書」（以下「申込書」といいます。）に、申込書に記載

された必要書類等を添えて、岡山県社会福祉協議会まで郵送または、持参してください。 

・郵送の際は、配達記録の残る方法による送付をお勧めします。不着等の事故が生じた場合、

責任を負いませんので、十分にご注意ください。 

・すでに岡山県内の保育所等において、児童の保護等に従事している方が貸付申請を行う場

合、従事した日から１か月以内に申請する必要があります。 

 

（２）申請から決定まで流れ 

・申込書等が提出された後、提出書類の確認を行い、不備がなければ受理し、貸付審査を経

て、２週間から１か月後（※）に貸付決定通知（もしくは不承認通知）を送付します。 

※期間は、提出書類の状況（不備があった場合など）により異なります。 

・貸付決定通知を受けた方は、別に指示する期限までに「岡山県保育就職準備金借用証書」

（以下「借用証書」といいます。）、「保育士修学資金等口座振込申出書」及び、「印鑑登

録証明書」（連帯保証人等の分も含む）を提出いただきます。 

・指定した期限までに借用証書の提出がない場合は、借入れを辞退したものとみなすことがあ

ります。 

 

（３）保育士就職準備金の交付 

・保育士就職準備金は、借用証書を岡山県社会福祉協議会が受理した後、指定された借受人名

義の預金口座に一括で送金します。 

 

 

２ 各種の届出 

 ・次のいずれかの事由が生じた場合は、借受人又は連帯保証人は、当該事由の生じた日から７

日以内に届出を行わなければなりません。 

  （１）借受人又は連帯保証人の氏名、住所又は電話番号に変更があったとき 

 （２）借受人が保育所等において児童の保護等に従事したとき 

  （３）借受人が保育所等において児童の保護等に従事しなくなったとき 

  （４）借受人又は連帯保証人が死亡したとき 

   

（貸付決定番号について） 

 ・貸付けが決定した方には、貸付決定番号が付与されます。貸付決定番号は、貸付決定通

知書に記載されています。 

・今後提出する各種届出、申請書類には、貸付決定番号の記入が必要となりますので必ず

控えておいてください。 
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（５）借受人又は連帯保証人の勤務先又は職業に変更があったとき 

（６）借受人又は連帯保証人が仮差押、仮処分若しくは滞納処分又は強制執行若しくは競売

の申立てを受けたとき（以下「民事保全等」という。） 

 （７）借受人又は連帯保証人が破産又は民事再生手続開始の申立てを受け、又は申立てした

とき（以下「破産等」という。） 

 

 ・上記のほか、貸付けの目的を達成するために必要な事項について、書類の提出又は報告を求

めることがあります。借受人又は連帯保証人は、当該請求を受けた日から１４日以内に書類

の提出又は報告を行う必要があります。 

   

それぞれの時期に必要となる届出、申請等についてわかりやすく一覧としてまとめてあ

ります。適時、参照し、届出や申請漏れのないようにしてください。 

 

 

３ 保育所等における児童等の保護等への従事状況の定例報告（毎年４月１５日まで） 

・借受人は、返還の債務が消滅するまでの間、毎年度４月１５日までに、前年度中の従事状

況（休業状況を含む。）を証する「業務従事証明書」を岡山県社会福祉協議会に提出する

必要があります。 

・前年度中の従事先が複数ある場合、それぞれの従事先での証明が必要です。 

 ・施設・事業所に在職している借受人が、災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により

従事できていない期間がある場合には、その内容について休業欄に記入してください。 

・この証明書は、返還債務の免除を受けるために必要な「保育士修学資金等返還免除申請書」

の添付書類としても取り扱いますので、返還の債務が免除されるまでの間、忘れないよう毎

年度必ず提出してください。 

 

 

４ 返還の免除 

 (１)当然免除 

 ・次のいずれかに該当する場合は、保育士就職準備金の返還の債務が免除されます。 

 ・免除を受けようとする場合は、「保育士修学資金等返還免除申請書」に、免除の要件を満た

すことを証する書類を添えて提出しなければなりません。 

 

ア 岡山県内の保育所等において児童の保護等に従事し、かつ、２年間引き続きこれらの業

務に従事したとき 

イ 岡山県内の保育所等において児童の保護等に従事している期間中に、業務上の事由によ

り死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったと

き 
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（業務従事期間について） 

・災害、疾病、負傷、育児休業等、その他やむを得ない事由により当該業務に従事で

きなかった場合は、引き続き当該業務に従事しているものとみなします。ただし、

当該業務従事期間には算入しません。 

・従事する事業所の法人における人事異動等により、借受人の意思によらず、岡山県

外において当該業務に従事した期間については、当該業務従事期間に算入します。 

  

（２）裁量免除 

 ・次のいずれかに該当する場合は、保育士就職準備金の返還の債務の一部又は全部が免除され

る場合があります。 

 ・免除を受けようとする場合は、「保育士修学資金等返還免除申請書」に免除の要件を満たすこ

とを証する書類を添えて提出しなければなりません。 

 

    ア 死亡し、又は障害により貸付けを受けた保育士就職準備金を返還することができなくな

ったとき 

  イ 長期間所在不明となっている場合等、保育士就職準備金を返還させることが困難である

と認められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から５年以上経過

したとき 

ウ 岡山県内において１年以上、保育所等で児童の保護等に従事したとき 

 

・ア及びイは、相続人又は連帯保証人へ請求を行ってもなお、返還が困難である等

真にやむを得ない場合に限り、個別に適用されます。 

・ウの場合の免除額は、岡山県内の保育所等において、児童の保護等に従事した月

数を、24で除して得た数値（この数値が１を超えるときは、１とする）を返還の債

務の額に乗じて得た額とします。 

 

５ 貸付契約の解除 

 ・借受人が次のいずれかに該当する場合、貸付契約を解除することがあります。 また、 

借受人が貸付期間中に契約の解除を申し出たときは、貸付契約を解除します。 

（１）退職したとき 

（２）心身の故障のため勤務を継続する見込みがなくなったと認められるとき 

（３）死亡したとき 

（４）保育士就職準備金を貸付事業の目的以外に流用したとき 

（５）虚偽の申込その他不正な手段による借入を行ったとき 

（６）民事保全等又は破産等、その他借受人として適当でない事由が生じたとき 

（７）一度でも保育士就職準備金の返還を怠ったとき 

（８）借受人又は連帯保証人が変更の届出等を怠ったとき 

（９）その他保育士就職準備金貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められる 

とき 
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６ 返 還 

（１）返還事由 

・借受人が次のいずれかの返還事由に該当するときは、保育士就職準備金を返還しなければ

なりません。 

ア 貸付契約が解除されたとき 

イ 岡山県内の保育所等において児童の保護等に従事しなかったとき 

ウ 岡山県内の保育所等において児童の保護等に従事する意思がなくなったとき又は、岡

山県内の保育所等において児童の保護等に従事する意思がなくなったと岡山県社会福

祉協議会が判断したとき 

エ 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき 

  

（２）返還決定等 

・借受人が（１）の返還事由に該当することを岡山県社会福祉協議会が知ったとき、岡山県社

会福祉協議会は、保育士就職準備金の返還期間及び返還月額等返還のために必要な事項を定

めて返還決定を行います。借受人は、岡山県社会福祉協議会が返還決定した内容に従って貸

付金を返還しなければいけません。 

・返還期間は、返還事由が生じた日の属する月の翌月から起算して６か月（返還すべき金額が

２０万円を超える場合は、１２か月）以内の期間を基準として、岡山県社会福祉協議会が返

還決定時に定めます。 

・返還方法は、月賦の元金均等払方式です。なお、返還事由該当後に半年賦等への変更を希望

する場合は、保育士修学資金等返還明細書により申し出てください。 

・返還決定通知書とあわせて、払込取扱票を借受人に送付しますので、返還決定通知書に記載

された金融機関で納期限までに払い込んでください。 

・金融機関の領収書は、払込みの証拠となりますので、大切に保管してください。 

 

（３）延滞利子 

 ・返還決定時に指定した返還期限日までに保育士就職準備金を返還しなかったときは、当該返

還期限日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年３％の延滞利

子を徴収します。 

    

７ 返還の猶予 

・借受人が次のいずれかに該当する場合、申請により、その事由が継続する期間、保育士就職

準備金の返還の債務の履行が猶予されることがあります。 

   ア 岡山県内において保育所等で児童の保護等に従事しているとき 

  イ 災害、疾病、負傷、育児休業、その他やむを得ない事由があるとき 

 

 

 

 

7



申 請 ・ 届 出 書 類 一 覧 

事項 提出書類 

借入申込をするとき 

□岡山県保育士就職準備金借入申込書（様式第１号－２） 

□申請者及び連帯保証人の住民票の写し 

□就職準備金の使途が確認できる書類（見積書又は領収書の写し等） 

□新たに保育所等に勤務すること及び勤務時間が確認できる書類（雇用契

約書の写し等） 

※指定保育士養成施設を卒業した月、又はその翌月から保育所等に勤務

する場合は、追加で必要な書類があります。 

□保育士としての直近の勤務経験等を確認できる書類 

（就職先に提出した履歴書の写し等） 

□保育士証の写し 

□連帯保証人の所得・課税証明書 

□個人情報の取扱いに関する同意書（様式第１６号） 

貸付決定を受けたとき 

□岡山県保育士就職準備金借用証書（様式第２号－２） 

□保育士修学資金等口座振込申出書（様式第３号） 

□印鑑登録証明書（借受人・連帯保証人等） 

保育所等で児童の保護に従

事を開始したとき 
□業務従事（就職）届（様式第１０号） 

保育所等で児童の保護等に

従事しているとき 

出産、育児、疾病等により一

時的に休業しているとき 

□業務従事証明書（様式第１５号） 

※毎年度４月１５日までに提出 

保育所等で児童の保護等に

従事しなくなったとき 
□業務離職（退職）届（様式第１１号） 

２年間、保育所等で児童の保

護等に従事したとき 

□保育士修学資金等返還免除申請書（様式第６号） 

【２年分の返還免除対象業務従事証明書を提出していない場合】 

□業務従事証明書（様式第１５号） 

借受人・連帯保証人の氏名・

住所、電話番号に変更があっ

たとき 

□住所・氏名等変更届（様式第１２号） 

借受人・連帯保証人の勤務先

又は職業に変更があったと

き 

□借受人・連帯保証人状況変更届（様式第１３号） 

※借受人の児童の保護等の業務に関する届出は、業務従事（就職）届や業務

離職（退職）届を使用してください。 
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借受人・連帯保証人に民事保

全等又は破産等、その他借受

人・連帯保証人として適当で

ない事由が生じたとき 

□借受人・連帯保証人状況変更届（様式第１３号） 

借受人が死亡したとき 

□借受人・連帯保証人状況変更届（様式第１３号） 

【業務上の理由による死亡の場合】 

□保育士修学資金等返還免除申請書（様式第６号） 

連帯保証人が死亡したとき □借受人・連帯保証人状況変更届（様式第１３号） 

 

・各様式に記載された必要書類を添付して、提出してください。 

・点線部以下は、特定のケースにおいて追加提出が必要な書類です。 

・すべてのケースを網羅したものではありませんので、ここに例示されていないケースは、個別にご相

談ください。 
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様式一覧 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請・届出の際は、このページ以降の様式をコピーして使用してください。 

・様式は、岡山県社会福祉協議会ホームページ（http:www.fukushiokayama.or.jp）から

印刷して使用することもできます。
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様式第１号－２                                                                              

岡山県保育士就職準備金借入申込書 

                                          年  月  日 

 社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会長 殿 

 岡山県保育士就職準備金の貸付を受けたいので、次により関係書類を添えて申し込みます。 

申

請

者 

氏
フリ

    名
ガナ

 

 

                               実印 

生年月日 

（年齢） 

    年  月  日 

      （   歳） 

住     所 

〒   － 

       

 自宅電話（    ）   －    携帯電話      －    － 

就    職    先 

施 設 名  

住   所 

〒   － 

 

電話（    ）   －      

勤務開始日    年    月    日 

誓     約 

 

 

私は、以下の要件をいずれも満たしており、かつ、本制度と同種の貸付（保育士修学資金

の就職準備金を含む）を受けていないことを誓約いたします。 

 

① 岡山県保育士修学資金貸付等制度実施要綱（以下「要綱」という。）第２条第２項第１号

に規定する以下の施設又は事業を離職した者若しくは当該施設又は事業に勤務経験のない

者 

 

（該当番号を○で囲んで下さい。） 

１．保育所 ２．幼保連携型認定こども園 ３．家庭的保育事業 ４．小規模保育事業 

５．事業所内保育事業 ６．幼稚園 ７．１～６の勤務経験なし 

 

② 要綱第２条第２項第２号に規定する以下の施設又は事業（以下「保育所等」という。）に

新たに勤務する者であり、保育士として週20時間以上の勤務に従事する者 

 

（該当番号を○で囲んで下さい。） 

１. 保育所    ２. 幼稚園のうち、預かり保育を常時実施している施設 

３. 幼稚園のうち、認定こども園への移行を予定している施設 

４. 認定こども園    

５. 家庭的保育事業       ６. 小規模保育事業 

７. 居宅訪問型保育事業     ８. 事業所内保育事業 

９. 病児保育事業であって、知事に開始届出を行ったもの 

10. 一時預かり事業であって、知事に開始届出を行ったもの 

11. 離島その他の地域において特例保育を実施する施設 

12. 認可外保育施設のうち、地方公共団体における単独保育施策において保育を

行っている施設  

13．企業主導型保育事業 

  

 

申請者 氏名               実印       

裏面に続く  

 

貸付決定番号  
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s 

申

 

請

 
者 

就職準備金額 

（借用希望金額） 
                             円 

 

就職準備金

の使途・金額 

 
１. 保育所等への就職によって転居が伴う場合における転居費用        円 
２. 転居先の賃貸物件の借り上げに伴う礼金や仲介手数料           円 
３. 保育所等で使用する被服費                       円 
４. 保育所等の勤務に当たり研修を受けた際の研修費用            円 
５. 保育所等への通勤に要する移動用自転車等の購入費            円 
６. 申請者の子どもが保育所等を利用する際に必要となる費用         円 
７. 申請者の子どもの預け先を探す際の活動に必要となる費用        円 
８．その他保育所等への就職に当たって必要と考えられる費用         円 
（下欄に具体的に記入して下さい。） 

〔           〕 

連 

帯 

保 

証 

人 

氏
フリ

   名
ガナ

 

 

                 

生年月日     年  月  日 

本人との続柄  

住   所 

〒   －       

                                

                   電話（    ）   －           

勤務先 

又 は 

連絡先 

所在地 
〒   －                                  

 

名 称 
 

                   電話（    ）   －           

【記載に当たっての注意事項】 

１ 「貸付決定番号」欄は、記入しないでください。 

２ この申込書は、借入申込者が全て記入してください。 

３ 連帯保証人は、申請者と独立した生計を営む保証能力の確実な成年者であることが望ましいです。ただ

し、申請者が未成年者である場合は、連帯保証人は法定代理人（親権者等）でなければなりません。 

※連帯保証人の状況により貸付けが認められない場合があります。 

４ 本制度は潜在保育士の支援を目的としているため、新卒保育士（指定保育士養成施設を卒業後、速や

かに保育所等に勤務する方）は、貸付対象になりません。 

 

【添付書類】 

１ 申請者及び連帯保証人の住民票の写し 

※発行から３か月以内かつ個人番号（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ）記載なしのもの（コピーは不可） 

２ 就職準備金の使途が確認できる書類（見積書又は領収書の写し等） 

３ 新たに保育所等に勤務すること及び勤務時間が確認できる書類（雇用契約書の写し等） 

※指定保育士養成施設を卒業した月、又はその翌月から保育所等に勤務する場合は、「保育所等への採

用が内定（決定）した日を確認できる書類（内定通知書の写し等）」を追加で提出してください。 

４ 保育士としての直近の勤務経験等を確認できる書類（就職先に提出した履歴書の写し等） 

※以下に掲げる施設又は事業を離職したこと若しくは当該施設又は事業に勤務経験のないことが確認

できるもの 

保育所、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、幼稚園 

５ 保育士証の写し 

６ 連帯保証人の所得・課税証明書 ※最新の所得に対応するもの 

７ 保育士就職準備金貸付事業における個人情報の取扱いについて（様式第16号） 

※裏面の同意書に申請者と連帯保証人がそれぞれ記入・押印したもの 14



様式第３号 

保育士修学資金等口座振込申出書 

                                  年  月  日 

 社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会長 殿 

貸付決定番号  

資金の種別  □保育士修学資金   □保育士就職準備金 

申出の理由  □新規    □変更 

住   所 
〒   － 

フリガナ 
 
 

生 年 月 日 

氏   名 

 
 
                                   印 
 

 
 
    年  月  日 
          （      歳） 

 借り受ける資金は、次の私の口座へ振り込んでくださるよう申し出ます。 

振 込 先 

金 融 機 関 名 本 店 ・ 支 店 等 名 

 
 
 
 

 
 
 
 

口座の種類  □普通預金  □当座預金  □その他（         ） 

口 座 番 号 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

フリガナ 
 
 

口座名義 

 
 
 
 

（注）１ 選択式のところは該当する項目の□をチェック（☑）してください。 
      ２ 借受人本人名義の口座を指定してください。 
      ３ ゆうちょ銀行の場合は、「店名・店番・預金種目・口座番号」を記入してください。 
    このとき、「本店・支店等名」欄には「店名・店番」を記入してください。 
    これらが通帳に記載されていない場合は、郵便局で通帳記載してもらう必要がありま

す。 なお、「記号・番号」は、記入不可です（振込みできません）。 
      ４ この申出書は、指定口座通帳のコピー（金融機関名、口座番号、名義（ﾌﾘｶﾞﾅ）が

確認できるページ）を、必ず添付して提出してください。なお、通帳のない口座への
振込みを希望する場合は、岡山県社会福祉協議会へ一度お問い合わせください。 
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様式第５号 

                               年  月  日 

 

 社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会長 殿 

 

          貸付決定番号                       

 

          借  受  人                    印  

 

          連 帯 保 証 人                                   印  

 

         

保育士修学資金等返還明細書 

 

 保育士修学資金等の返還の明細は次のとおりです。 

 

種別 

（いずれかを☑） 
□保育士修学資金      □保育士就職準備金 

借
受
人 

氏  名 
 

職  業 
(勤 務 先) 
(電話番号) 

 

生年月日 年    月    日 

現 住 所 

 電話番号（自宅） 

 

連 
帯 
保 
証 
人 

現 住 所 

 職    業 

 

氏  名 

 本人との続柄 

 

返 還 方 法 
（○で囲む） 

・月  賦 （    回） 

・半 年 賦 （    回） 

・一括払い 

返 還 開 始   年  月  日 

返 還 終 了   年  月  日 

返 還 金 額 
１回当たり              円 

 
（ただし、最終回のみ     円） 

返還総額 円 
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様式第６号 

                                   年  月  日 

 社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会長 殿 

                                           住所                  

                                              氏名                印  

                                              電話         －    －        

 

保育士修学資金等返還免除申請書 

 

下記のとおり、保育士修学資金等の返還の債務の免除を受けたいので申請します。 

借 受 人 氏 名 
 

貸付決定番号 
 

種  別 
（該当するものに☑） 

 □保育士修学資金     □保育士就職準備金 

借用金額                   円  

免除申請金額                   円  

免除申請理由 
（該当するものに☑） 

□資格登録及び就職等に関する所定の要件を満たしたうえで、岡山県内の所定の施設 
（※１）において、児童の保護等に従事し、かつ、所定の期間（※２）の間、引き続
き当該業務に従事したため 

□岡山県内の所定の施設（※１）において児童の保護等に従事している期間中に、業務
上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することが
できなくなったため 

□死亡し、又は障害により貸付けを受けた保育士修学資金又は保育士就職準備金を返還
することができなくなったため 

□長期間所在不明となっている場合等、保育士修学資金又は保育士就職準備金を返還さ
せることが困難であると認められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した
最初の日から５年以上経過したため 

□岡山県内において裁量免除のために必要な期間以上、所定の施設（※１）で児童の保
護等に従事したため（裁量免除） 

□その他（                                 ） 

参考事項 
 

 添付書類：免除の事由を証する書類 
※１ 所定の施設とは、保育士修学資金の場合は、岡山県保育士修学資金貸付等制度実施要綱第７条第１項第１号

に規定する「従事先施設等」のことをいいます。また、保育士就職準備金の場合は、岡山県保育士修学資金

貸付等制度実施要綱第２条第２項第２号に規定する「保育所等」のことをいいます。 

※２ 保育士修学資金については、５年（中高年離職者又は過疎地域、離島及び中山間地域等において従

事する場合は、３年）。 保育士就職準備金については、２年。 
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様式第７号 

                                   年  月  日 

 社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会長 殿 

                                           住所                  

                                              氏名                印  

                                              電話         －    －        

 

保育士修学資金等返還猶予申請書 

 

下記のとおり、保育士修学資金等の返還の債務の履行猶予を受けたいので申請します。 

借受人氏名 
 

貸付決定番号 
 

種  別 
（該当するものに☑） 

 □保育士修学資金   □保育士就職準備金 

借用金額           円 

猶予申請金額           円 

猶予申請期間         年      月 から 年      月  まで 

猶予申請理由 
（該当するものに☑） 

□修学資金の貸付契約を解除された後も引き続き養成施設に在学しているため 

□岡山県内の所定の施設（※１）において、児童の保護等に従事しているため 

□災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるため 

※やむを得ない理由について、この欄に具体的に記入して下さい。 

参考事項 

 

添付書類：猶予の事由を証する書類 
※１ 所定の施設とは、保育士修学資金の場合は、岡山県保育士修学資金貸付等制度実施要綱第７条第１項第１号

に規定する「従事先施設等」のことをいいます。また、保育士就職準備金の場合は、岡山県保育士修学資金

貸付等制度実施要綱第２条第２項第２号に規定する「保育所等」のことをいいます。 

 

18



様式第１０号 

                                 年  月  日 

 社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会長 殿 
 
             貸付決定番号                     

 

             住     所                     

 

             氏     名                                   印   

 

業 務 従 事（就職）届 

 

 下記のとおり児童の保護等の業務に従事（就職）しましたので、届け出ます。 

 

記 

 

１ 従事（就職）年月日        年  月  日 

 

２ 従事（就職）先       所 在 地                        

 

                         施設名称                        

                         

３ 従事先種別（※１）  □従事先施設等（※２）   □保育所等（※３） 

 

３ 職  種       □保育士  □その他（               ） 

 

４ 雇用形態       □正社員   □契約社員   □派遣社員 

（該当するものに☑）   □パート・アルバイト  □その他（       ） 

 

５ １週間の所定労働時間        時間／週 

 

６ その他参考事項                                                          
 
                                      

〔勤務先証明欄〕 
 

 上記のとおり相違ないことを認めます。 
 
        （勤務先） 所 在 地                       

 

                           施設（法人）名等                   

 

                            代表者職氏名                  印 

             

                            電 話 番 号                      

 

※１ それぞれの従事先種別の詳細（定義等）につきましては、貸付決定時に配布した冊子（貸付
の手引き）又は岡山県社会福祉協議会ホームページをご確認ください。 

※２ 保育士修学資金の返還免除対象施設 
※３ 保育士就職準備金の返還免除対象施設 
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様式第１１号 

                                 年  月  日 

 社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会長 殿 

 

             貸付決定番号                     

 

             住     所                     

 

             氏     名                                   印   

 

業 務 離 職（退職）届 

 

 下記のとおり児童の保護等の業務を離職（退職）しましたので、届け出ます。 

 

記 

 

１ 離職（退職）年月日        年  月  日 

 

２ 離職（退職）した従事先  所 在 地                       

 

                            施設名称                       

 

３ 離職（退職）した理由                             

 

４ 今後の業務従事意思   □岡山県内の所定の施設（※１）において児童の保護等に 

（該当するものに☑）     従事する意思はありません。 

              □就職活動を行い、速やかに岡山県内の所定の施設（※１）

において児童の保護等に再度従事します。 

              □その他（                    ） 

 

５ その他参考事項                                                              
 
                                      
〔勤務先証明欄〕 

 

 上記項目のうち１及び２について、相違ないことを認めます。 

 

        （勤務先） 所 在 地                       

 

                           施設（法人）名等                   

 

                            代表者職氏名                  印 

             

                            電 話 番 号                      

 

※１ 所定の施設とは、保育士修学資金の場合は、岡山県保育士修学資金貸付等制度実施要綱第７条第１項第

１号に規定する「従事先施設等」のことをいいます。また、保育士就職準備金の場合は、岡山県保育士

修学資金貸付等制度実施要綱第２条第２項第２号に規定する「保育所等」のことをいいます。 
20



様式第１２号 

                                 年  月  日 

 

 社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会長 殿 

 

            住     所                      

 

            氏     名                                      印  

 

 

 住 所 ・ 氏 名 等 変 更 届 

 

 下記のとおり変更しましたので、届け出ます。 

 

記 

 

１ 貸付決定番号 

 

２ 借受人氏名 

 

３ 住所・氏名等を変更した者の区分  □借受人  □連帯保証人 

（該当するものに☑） 

 

４ 旧氏名 

 新氏名
フリガナ

 

 

５ 旧住所  〒   － 

                                          

電話（   ）   ― 

   

新住所  〒   － 

                                          

電話（   ）   ― 

６ その他参考事項 

 
【添付書類】 
・変更後の住所・氏名等が確認できる書類（住民票の写し等） ※電話番号の変更の場合は不要 
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様式第１３号 

 

                                  年  月  日 

 

 

 社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会長 殿 

 

  

                    住所                      

 

                 氏名                                    印   

 

 

借受人・連帯保証人状況変更届 

  

 下記のとおり状況の変更について、届け出ます。 

 

記 

 

１ 貸付決定番号 

 

２ 借受人氏名 

 

３ 状況の変更があった者の氏名 

 

４ 状況の変更があった者の種別   □借受人   □連帯保証人  

（該当するものに☑）  

 

５ 状況の変更の内容   □死亡 

（該当するものに☑）   □勤務先の変更（新勤務先名称               ） 

               （新勤務先所在地：                         ） 

             □職業の変更（新職業：                  ） 

□その他（                       ） 

 

６ 状況の変更があった日     年  月  日 

 

７ その他参考事項 

 

 

【添付書類】 

・上記の事実を証明する書類 ※勤務先、職業の変更の場合は不要 

 

※借受人の従事先施設等や保育所等における児童の保護等に関する勤務先及び職業の変更届出

については、様式第１０号や様式第１１号を使用してください。 
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様式第１５号（保育士就職準備金） 

                                   年  月  日 

 社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会長 殿 

業務従事証明書 

 

借受人氏名 
 

貸付決定番号 
 

借受人住所 

 〒   － 

 

                      電話   －    － 

保育所等の名称 
 

保育所等の 

所在地 

〒    － 

 

職   種 

※該当するものに☑ 
□保育士 □その他（                   ） 

雇 用 形 態 

※該当するものに☑ 
□正社員 □契約社員 □派遣社員 □パート・アルバイト □その他（    ） 

従事期間 

（※１） 

      年   月   日  ～     年   月   日 

１週間の所定労働時間（※２）          時間／週 

休業 

（※３） 

期間       年   月   日  ～     年   月   日 

理由  

その他参考事項  

                                         
〔勤務先証明欄〕 
 
上記のとおり従事したことを証明します。 

 

          （勤務先） 所 在 地                       

                    

                             施設（法人）名等                   

 

                              代表者職氏名                  印  

 

                                電 話 番 号                                           

                                           
 

※１ 従事期間の欄には、岡山県保育士修学資金貸付等制度実施要綱第７条第２項第１号に規定する業務へ従事した

期間を記入してください。 

※２ 「１週間の所定労働時間」欄について、所定労働時間の定めがない場合には、当該従事期間における平均的な一

週間の労働時間数を記入してください。 

※３ 疾病や出産・育児等、やむを得ない理由により休業した期間がある場合に記入してください。 
 

23



 

24



岡山県保育士修学資金貸付等制度実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、保育人材の確保を図ることを目的として実施する次に掲げる事業の運

営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（１）保育士修学資金貸付事業 

保育士資格の新規取得者の確保を図るため、岡山県内の指定保育士養成施設に在学

し、保育士資格の取得を目指す学生に対する修学資金を貸し付ける事業 

（２）保育士就職準備金貸付事業 

保育士資格を有する者であって、保育士として勤務していない者（以下「潜在保育士」

という。）の再就職支援を図るため、潜在保育士の再就職のための準備に必要な費用を

貸し付ける事業 

 

（貸付対象） 

第２条 保育士修学資金貸付事業の貸付けの対象は、児童福祉法（昭和 22年法律第 164 号）

第 18 条の６に基づき岡山県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設（以下

「養成施設」という。）に在学する者とする。 

２ 保育士就職準備金貸付事業の貸付けの対象は、以下の要件のいずれも満たす者とする。

ただし、保育士として週 20 時間以上の勤務を要するものとする。また、保育士修学資

金貸付事業における就職準備金の加算を受けた者を除くものとする。 

（１）以下に掲げる施設又は事業を離職した者、又は当該施設又は事業に勤務経験のない

者 

① 児童福祉法第７条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園 

② 児童福祉法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業 

③ 児童福祉法第６条の３第 10 項に規定する小規模保育事業 

④ 児童福祉法第６条の３第 12 項に規定する事業所内保育事業 

⑤ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する幼稚園 

（２）以下に掲げる施設又は事業（以下「保育所等」という。）に新たに勤務する者 

① 児童福祉法第７条に規定する保育所 

② 学校教育法第１条に規定する「幼稚園」のうち次に掲げるもの 

ア 教育時間の終了後等に行う教育活動（預かり保育）を常時実施している施設 

イ ③に定める「認定こども園」への移行を予定している施設 

③ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 

18 年法律第 77 号。以下「認定こども園法」という。）第２条第６項に規定する「認

定こども園」 
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④ 児童福祉法第６条の３第９項から第 12 項までに規定する事業であって、同法第 34

条の 15第１項の規定により市町村が行うもの及び同条第２項の規定による認可を

受けたもの 

⑤ 児童福祉法第６条の３第 13 項に規定する「病児保育事業」であって、同法第 34

条の 18 第１項の規定による届出を行ったもの 

⑥ 児童福祉法第６条の３第７項に規定する「一時預かり事業」であって、同法第 34

条の 12 第１項の規定による届出を行ったもの 

⑦ 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 30 条第１項第４号に規定する

離島その他の地域において特例保育を実施する施設 

⑧ 児童福祉法第６条の３第９項から第 12 項までに規定する事業又は同法第 39 条第

１項に規定する業務を目的とする施設であって同法第 34 条の 15 第２項、同法第

35 条第４項の認可又は認定こども園法第 17 条第１項の認可を受けていないもの

（認可外保育施設）のうち、地方公共団体における単独保育施策（いわゆる保育室・

家庭的保育事業に類するもの）において保育を行っている施設 

⑨ 子ども・子育て支援法第 59 条の２第１項に規定する仕事・子育て両立支援事業の

うち、「企業主導型保育事業等の実施について」の別紙「企業主導型保育事業費補

助金実施要綱」の第２の１に定める企業主導型保育事業 

 

（貸付期間及び貸付額） 

第３条 保育士修学資金貸付事業の貸付金（以下「修学資金」という。）の貸付期間は、養

成施設に在学する期間とする。ただし、貸付期間は原則として２年間を限度とする。 

２ 貸付額は、以下のとおりとする。 

（１）修学資金の貸付額は、月額 50,000 円以内とする。ただし、貸付けの初回に入学準

備金として 200,000 円以内を、卒業時に就職準備金として 200,000 円以内をそれぞれ

加算することができるものとする。 

（２）保育士就職準備金貸付事業の貸付金（以下「保育士就職準備金」という。）の貸付

額は、200,000円以内とする。ただし、別に定める保育士の有効求人倍率が一定以上の

地域又は被災地域においては、200,000 円を加算し、400,000 円以内とする。なお、貸

付けに当たっては同一の貸付対象者に対し、１回限りとする。 

 

（貸付方法及び利子） 

第４条 修学資金及び保育士就職準備金は、社会福祉法人岡山県社会福祉協議会会長（以下

「会長」という。）と貸付対象者との契約により貸し付けるものとする。 

２ 利子は、無利子とする。 

 

（連帯保証人） 
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第５条 修学資金又は保育士就職準備金（以下「修学資金等」という。）の貸付けを受けよ

うとする者は、連帯保証人を立てなければならない。なお、修学資金等の貸付けを受け

ようとする者が未成年者である場合には、連帯保証人は法定代理人でなければならない。 

  ただし、貸付けを受けようとする者が児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療

施設又は自立支援ホームに入所している児童若しくは里親又はファミリーホームに委託

中の児童であって、法定代理人を連帯保証人として立てられないやむを得ない事情があ

る場合、児童養護施設等の施設長（里親委託児童の場合は児童相談所長）の意見書等に

より、貸付けを行うことで申請者の修業環境の確保が図られることが確認できる場合に

は、連帯保証人は法定代理人以外の者でも差し支えない。 

２ 連帯保証人は、修学資金等の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。 

 

（貸付契約の解除及び貸付けの休止） 

第６条 会長は、貸付契約の相手方（以下「借受人」という。）が貸付けの目的を達成する

見込みがなくなったと認められるに至ったときは、その契約を解除するものとする。 

２ 会長は、修学資金の借受人が、休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該事由が生

じた日の属する月の翌月から当該事由が解消した日の属する月の分まで修学資金の貸付

けを行わないものとする。 

３ 会長は、借受人が修学資金等の貸付期間中に貸付契約の解除を申し出たときは、その契

約を解除するものとする。 

 

（返還の債務の当然免除） 

第７条 会長は、修学資金の借受人が次の各号の一に該当するに至ったときは、修学資金の

返還の債務を免除するものとする。 

（１）養成施設を卒業した日から１年以内に保育士登録を行い、岡山県（国立児童自立支

援施設等において業務に従事する場合は、全国の区域とし、東日本大震災等における

被災県（岩手県、宮城県、福島県及び熊本県に限る。以下同じ。）において業務に従事

する場合は、岡山県及び当該被災県とする。以下同じ。）内の従事先施設等において児

童の保護等に従事し、かつ、５年間（過疎地域、離島及び中山間地域等において当該

業務に従事した場合又は中高年離職者（入学時に 45 歳以上の者であって、離職して２

年以内のものをいう。）が当該業務に従事した場合にあっては、３年間）引き続き（災

害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合は、

引き続き当該業務に従事しているものとみなす。ただし、当該業務従事期間には算入

しない。）当該業務に従事したとき。 

ただし、従事する事業所の法人における人事異動等により、借受人の意思によらず、

岡山県外において当該業務に従事した期間については、当該業務従事期間に算入するこ

とができる。 
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（２）前号に定める業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務

に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。 

２ 会長は、保育士就職準備金の借受人が次の各号の一に該当するに至ったときは、保育士

就職準備金の返還の債務を免除するものとする。 

（１）岡山県内の保育所等において児童の保護等に従事し、かつ、２年間引き続き（災害、

疾病、負傷、その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合は、引

き続き当該業務に従事しているものとみなす。ただし、当該業務従事期間には算入し

ない。）当該業務に従事したとき。 

ただし、従事する事業所の法人における人事異動等により、借受人の意思によらず、

岡山県外において当該業務に従事した期間については、当該業務従事期間に算入するこ

とができる。 

（２）前号に定める業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務

に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。 

 

（返還） 

第８条 借受人が、次の各号の一に該当する場合（災害、疾病、負傷、その他やむを得ない

事由がある場合を除く。）には、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月

から会長が定める期間（返還債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予され

た期間を合算した期間とする。）内に、会長が定める金額を月賦又は半年賦の均等払方

式等により返還しなければならない。 

（１）修学資金等の貸付契約が解除されたとき。 

（２）修学資金の借受人においては、養成施設を卒業した日から１年以内に保育士登録簿

に登録しなかったとき。 

（３）岡山県内において第７条第１項第１号に規定する業務（保育士就職準備金の借受

人は、第７条第２項第１号に規定する業務）に従事しなかったとき。 

（４）岡山県内において第７条第１項第１号に規定する業務（保育士就職準備金の借受

人は、第７条第２項第１号に規定する業務）に従事する意思がなくなったとき。 

（５）業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったと

き。 

 

（返還の債務の履行猶予） 

第９条 保育士修学資金貸付事業において、会長は、修学資金の借受人が、修学資金の貸付

契約を解除された後も引き続き当該養成施設に在学している期間は、修学資金の返還の

債務の履行を猶予するものとする。 

２ 会長は、借受人が、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる事由が継続し

ている期間、履行期限の到来していない修学資金等の返還の債務の履行を猶予できるもの
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とする。 

（１）岡山県内において第７条第１項第１号に規定する業務（保育士就職準備金の借受人

は、第７条第２項第１号に規定する業務）に従事しているとき。 

（２）災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき。 

 

（返還の債務の裁量免除） 

第 10条 会長は、借受人が、次の各号の一に該当するに至ったときは、貸し付けた修学資

金等（既に返還を受けた金額を除く。）に係る返還の債務を当該各号に定める範囲内に

おいて免除できるものとする。 

（１）死亡し、又は障害により貸付けを受けた修学資金等を返還することができなくなっ

たとき。 

返還の債務の額（既に返還を受けた金額を除く。以下同じ。）の全部又は一部 

（２）長期間所在不明となっている場合等修学資金等を返還させることが困難であると認

められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から５年以上経過

したとき。 

返還の債務の額の全部又は一部 

 （３）岡山県内において２年以上第７条第１項第１号に規定する業務に従事したとき。 

修学資金の返還の債務の額の一部 

（４）岡山県内において１年以上第７条第２項第１号に規定する業務に従事したとき。 

保育士就職準備金の返還の債務の額の一部 

 

（延滞利子） 

第 11条 会長は、借受人が正当な理由がなくて修学資金等を返還しなければならない日ま

でにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の

日数に応じ、返還すべき額につき年３パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収する

ものとする。 

ただし、当該延滞利子が、払込の請求及び督促を行うための経費等これを徴収するの

に要する費用に満たない少額なものと認められるときは、当該延滞利子を債権として調

定しないことができる。 

 

（その他） 

第 12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 

 

  附 則 

1 この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

  なお、平成 28年 10月１日から施行の岡山県保育士就職準備金貸付制度実施要綱は、廃
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止するが、当該要綱に基づき貸付けを行った者の取り扱いについては、なお従前の例によ

るものとする。 

2 この要綱は、令和５年 10月１日から施行する。 

なお、旧要綱に基づき実施している事業の取扱いについては、なお従前の例による

ものとする。 
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岡山県保育士修学資金貸付等制度実施要綱細則 

 

（目的） 

第１条 この細則は、岡山県保育士修学資金貸付等制度実施要綱（以下「要綱」という。）

に基づく保育士修学資金貸付事業等に関して、適正かつ効率的な運用を図るため、事務

手続や諸様式等の運営上必要となる事項を定めることを目的とする。 

 

（貸付対象者） 

第２条 保育士修学資金貸付事業の貸付対象者については、次のとおり取り扱うものとす

る。 

（１）貸付対象者は、岡山県内の養成施設（要綱第２条に規定する養成施設をいう。以

下同じ。）卒業後、岡山県内（国立児童自立支援施設等において業務に従事する場合

は全国の区域とする。また、東日本大震災等における被災県（岩手県、宮城県、福島

県及び熊本県に限る。以下同じ。）において業務に従事する場合は、岡山県及び当該

被災県とする。以下同じ。）において要綱第７条第１項第１号に規定する業務に従事

しようとする者でなければならない。 

（２）貸付対象者は、優秀な学生であって、かつ、家庭の経済状況等から真に本修学資

金の貸付けが必要と認められる者でなければならない。 

  なお、優秀な学生であることについては、原則として養成施設からの推薦を得られ

ることを以って確認するものとする。 

また、家庭の経済状況等から真に本修学資金の貸付けが必要であることについては、

原則として社会福祉法人岡山県社会福祉協議会長（以下「会長」という。）が別に定

める収入基準を満たすことを以って確認するものとする。 

（３）貸付対象者の選定に当たっては当該養成施設から推薦を求めること等により公正

かつ適切に行う。 

また、東日本大震災等の被災者にあっては、学業優秀、家庭の経済状況等の要件を

問わず、養成施設から被災地出身者等であることを確認の上、適切に行う。 

なお、貸付対象者の推薦を養成施設へ求める場合にあっては、不当に特定の養成施

設に貸付対象者が偏ることのないよう留意するとともに、養成施設から適正な推薦を

受ける観点から、常日頃より養成施設との密接な連携を図るものとする。 
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（４）要綱第７条第１項第１号に規定する中高年離職者については、離職証明等の客観

的判断の可能な書類で離職状況を確認するものとする。 

（５）保育士修学資金貸付事業と趣旨が同様の他制度（以下単に「他制度」という。）

を利用する者は、原則として貸付対象としないものとする。 

  ただし、大学等における修学の支援に関する法律に基づく授業料等減免及び学資支

給等、保育士修学資金貸付事業との併用が認められている他制度を利用する者並びに

他制度の利用を中止して本事業を利用する者については、貸付対象とすることができ

るものとする。 

  加えて、保育士修学資金貸付事業による貸付けを受けようとする者が他制度（国庫

補助事業等を除く。）との併用を希望する場合であって、貸付けの審査により他制度

との併用が真にやむを得ないと認められた者についても、貸付対象とすることができ

るものとする。 

２ 保育士就職準備金貸付事業の貸付対象者は、要綱第２条第２項第１号から第２号まで

の要件をいずれも満たす者とする。 

 ただし、本制度の目的を鑑み、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 18 条の６に

基づき都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業後、速やかに

保育所等（要綱第２条第２項第２号に規定する保育所等をいう。以下同じ。）に勤務す

る新卒の保育士は、貸付対象としないものとする。 

また、貸付回数は、他が行う同種の貸付けも含めて、１人当たり１回限りとする。 

 

（貸付期間） 

第３条 要綱第３条第１項第１号に規定する保育士修学資金貸付事業の貸付金（以下「修

学資金」という。）の貸付期間は、原則として２年間とするが、病気等真にやむを得な

い事情によって留年した期間中もこれに含めることができるものとする。また、正規の

修学期間が２年間を超える養成施設に在学している場合は、要綱第３条第２項第１号に

掲げる額のうち学費相当分（月額 50,000 円以内）の２年間に相当する金額の範囲内であ

れば正規の修学期間を貸付期間とすることができるものとする。 

 

（貸付金の限度） 

第４条 修学資金は、養成施設に支払う授業料、実習費、教材費等の納付金の他、参考図
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書、学用品、交通費等に充当するものであるので、貸付金については、要綱第３条第２

項第１号に定める金額の範囲内であれば授業料等養成施設に対する納付金の額の如何を

問わず、本人の希望する額を貸し付けることができるものとする。 

２ 保育士就職準備金貸付事業の貸付金（以下「保育士就職準備金」という。）の額につ

いては、次のとおり取り扱うものとする。 

（１）保育士就職準備金は、保育士として就職する際に必要と考えられる次に掲げる費

用に充当するものであり、借入申込書により使途を確認した上で貸し付けるものとす

る。 

  ① 保育所等への就職によって転居が伴う場合における転居費用 

  ② 転居先の賃貸物件の借り上げに伴う礼金や仲介手数料 

  ③ 保育所等で使用する被服費 

  ④ 保育所等の勤務に復帰するに当たり研修等を受けた際の研修費用 

  ⑤ 保育所等への通勤に要する移動用自転車等の購入費 

  ⑥ 申請者の子どもが保育所等を利用する際に必要となる費用 

  ⑦ 申請者の子どもの預け先を探す際の活動に必要となる費用 

  ⑧ その他、保育士として就職する際に必要な費用として、会長が適当と認める費用 

（２）貸付額は、要綱第３条第２項第２号に規定する貸付額の上限額と借入申込者が会

長に提出した借入申込書に記載された額のうち会長が必要であると認めた額のいずれ

か少ない方の額とする。 

（３）要綱第３条第２項第２号に規定する「別に定める保育士の有効求人倍率が一定以

上の地域又は被災地域」における貸付額の加算は、次のいずれかの地域内の保育所等

に新たに勤務する者を対象とする。 

① 保育士の有効求人倍率が一定以上の地域 

貸付申請日の属する年度の前年度の１月における職業安定業務統計（厚生労働省）

による岡山県の保育士の有効求人倍率が全国平均を超えている場合、岡山県内の全

ての市町村 

② 被災地域 

「保育士修学資金貸付等制度の運営について」（平成 28 年２月３日雇児発 0203 第

２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）４の（４）の②のイにおいて、被災地

域として指定された地域のうち岡山県内の地域 
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（借入申込み及び貸付決定） 

第５条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、岡山県保育士修学資金借入申込書（別

紙様式第１号－１）に、当該申込書に記載された添付書類を添えて会長に提出しなけれ

ばならない。 

  なお、修学資金の貸付けを受けようとする者が養成施設に在学している場合は、原則

として、在学している養成施設の長が申込書等を取りまとめるとともに、推薦順位を付

した推薦書を作成して会長に提出するものとする。 

２ 保育士就職準備金の貸付けを受けようとする者は、岡山県保育士就職準備金借入申込

書（別紙様式第１号－２）に、当該申込書に記載された関係書類を添えて会長に提出し

なければならない。 

なお、保育士就職準備金の貸付けを受けようとする者は、借入申込時に提出する書類

により就職準備金の使途を明示しなければならないものとする。 

また、すでに要綱第７条第２項第１号に規定する業務へ従事している者が借入申込み

を行う場合は、原則として、同業務へ従事した日から１か月以内に貸付申請を行わなけ

ればならない。 

３ 会長は、借入申込書を受理したときは、必要な審査を行い、修学資金又は保育士就職

準備金（以下「修学資金等」という。）の貸付けを受ける者（以下「借受人」という。）

を決定し、その旨を借受人及び連帯保証人に通知するものとする。 

４ 保育士修学資金貸付事業における本条第３項の審査にあたって、当該年度の予算を超

える額の借入申込みがあった場合には、各養成施設において当該年度の前年度に保育士

登録手続きを行った者の人数を勘案して、養成施設ごとの割当数を定め、養成施設が付

した推薦順位の高い順に選定するものとする。 

  

（貸付金の交付方法） 

第６条 貸付契約の締結にあたり、借受人は、第５条第３項の通知を受けた日から１４日

以内に、連帯保証人と連署した借用証書（別紙様式第２号－１又は別紙様式第２号－２）、

保育士修学資金等口座振込申出書（別紙様式第３号）及びその他会長が必要と認める書

類（以下「借用証書等」という。）を会長に提出するものとする。 

２ 会長は、前項の期間内に借用証書等を提出しない者について、貸付けを辞退したとみ
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なすことができるものとする。 

３ 修学資金は、原則として、以下の方法により分割して交付するものとする。ただし、

修学資金を交付する日が金融機関の休業日に当たるときはその前営業日に振り込むもの

とする。 

（１）毎年度４月から９月分は、７月１０日に交付する。また、毎年度１０月から３月分

は、１０月１０日に交付する。ただし、貸付初年度において、各交付日の一週間前まで

に借用証書等の提出がない場合は、当該交付日に交付される予定であった貸付金は、借

用証書等の提出があった後遅滞なく交付するものとする。 

（２）入学準備金は、本項第１号に基づく交付の初回とあわせて交付する。 

（３）就職準備金は、当該借受人の卒業予定月が４月から９月の場合は、卒業予定年度の

７月１０日、１０月から３月の場合は、卒業予定年度の１０月１０日に交付する。 

４ 修学資金の借受人（本事業による貸付を受けようとする者を含む。以下本項において

同じ。）が大学等における修学の支援に関する法律に基づく授業料等減免を利用する場

合（利用申込予定の場合等、今後、利用する見込みがあると認められる場合を含む。）

であって、前項に規定する修学資金の交付日の一週間前までに、貸付決定、借用証書等

の提出、授業料等減免の額（利用停止等により０円の場合も含む）の確定の届出及び保

育士修学資金等辞退届（別紙様式第４号）による修学資金の一部辞退、その他貸付事業

の実施のために必要な手続きが完了していない場合には、当該貸付事業の実施のために

必要な手続きが完了した後遅滞なく、修学資金を交付するものとする。なお，会長は，

修学資金の交付日時点で、前項に規定する交付日が到来していることを前提に，かかる

交付日に支給される予定であった金額の総額を交付するものとする。 

５ 保育士就職準備金は、借用証書等の提出があった後遅滞なく、一括で交付するものと

する。 

６ 本条第３項から第５項に規定する修学資金等の交付時期において、補助金の入金遅延

等により貸付金の交付に必要な貸付原資が不足している場合には、会長はその旨を借受

人に通知した上で、貸付金の交付時期を繰り下げることができるものとする。 

 

（連帯保証人） 

第７条 要綱第５条に規定する連帯保証人は、原則として次に掲げる要件を全て備えた者

でなければならないものとする。 
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（１）日本国内に住所を有する者であること。 

 （２）日本国籍を有する者又は永住者の在留資格を持つ者若しくは特別永住者等である

こと。 

 （３）確実な保証能力を有する成年者であること。なお、確実な保証能力については、

原則として住民税所得割が課税されていること（申込時点で失業している等明らかに

資力を欠いている場合は除く。）を以って確認するものとする。 

また、保育士就職準備金貸付事業においては、住民税所得割が非課税であっても、

貸付額の３倍以上の収入があれば足りるものとする。 

 

（貸付契約の解除及び貸付けの休止） 

第８条 保育士修学資金貸付事業において、要綱第６条第１項に規定する「貸付けの目的

を達成する見込みがなくなったと認められるに至ったとき」は、次のいずれかに該当す

る場合をいう。 

 （１）退学したとき。  

 （２）心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 

（３）学業成績が著しく不良になったと認められるとき。 

 （４）死亡したとき。 

（５）その他修学資金貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。 

２ 要綱第６条第２項の規定により修学資金の貸付けを行わない場合において、当該貸付

けを行わない月の分として既に貸付けされた修学資金があるときは、その修学資金は、

借受人が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸付けされたものとみなす。 

３ 保育士就職準備金貸付事業において、要綱第６条第１項に規定する「貸付けの目的を

達成する見込みがなくなったと認められるに至ったとき」は、次のいずれかに該当する

場合をいう。 

 （１）退職したとき。  

 （２）心身の故障のため勤務を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 

 （３）死亡したとき。 

（４）その他就職準備金貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。 

４ 会長は、補助金の削減、廃止その他社会福祉法人岡山県社会福祉協議会に本事業を継

続しがたい事由が生じたときは、貸付契約の全部又は一部を解除できるものとする。 
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５ 会長は、要綱第６条の規定により契約を解除したときは、貸付契約の相手方（以下「借

受人」という。）及びその連帯保証人に対してその旨を通知するものとする。 

 

（返還の債務の当然免除） 

第９条 保育士修学資金貸付事業における返還の債務の当然免除については、次のとおり

取り扱うものとする。 

（１）要綱第７条第１項第１号に規定する「国立児童自立支援施設等」には、国立高度専

門医療研究センター又は独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって児童福

祉法第 27 条第２項の委託を受けた施設、肢体不自由児施設「整肢療護園」及び重症心身

障害児施設「むらさき愛育園」を含むものとする。 

（２）要綱第７条第１項第１号に規定する「従事先施設」とは、次の①から⑩の施設等と 

する。 

① 児童福祉法第６条の２の２第２項に規定する「児童発達支援センターその他の厚生

労働省令で定める施設」、同条第４項に規定する「児童発達支援センターその他の厚生

労働省令で定める施設」、第７条に規定する「児童福祉施設（保育所を含む）」、同法第

12 条の４に規定する「児童を一時保護する施設」及び同法第 18 条の６に規定する「指

定保育士養成施設」 

② 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する「幼稚園」のうち次に掲 

げるもの 

ア 教育時間の終了後等に行う教育活動（預かり保育）を常時実施している施設 

イ ③に定める「認定こども園」への移行を予定している施設 

③ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 

年法律第 77 号）第２条第６項に規定する「認定こども園」 

④ 児童福祉法第６条の３第９項から第 12 項までに規定する事業であって、同法第 34 

条の 15 第１項の規定により市町村が行うもの及び同条第２項の規定による認可を受

けたもの 

⑤ 児童福祉法第６条の３第 13 項に規定する「病児保育事業」であって、同法第 34条

の 18 第１項の規定による届出を行ったもの 

⑥ 児童福祉法第６条の３第２項に規定する「放課後児童健全育成事業」であって、同

法第 34 条の８第１項の規定により市町村が行うもの及び同条第２項の規定による届
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出を行ったもの 

⑦ 児童福祉法第６条の３第７項に規定する「一時預かり事業」であって、同法第 34 条

の 12 第１項の規定による届出を行ったもの 

⑧ 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 30 条第１項第４号に規定する

離島その他の地域において特例保育を実施する施設 

⑨ 児童福祉法第６条の３第９項から第 12 項までに規定する業務又は第 39 条第１項に

規定する業務を目的とする施設であって法第 34 条の 15 第２項、第 35 条第４項の認

可又は認定こども園法第 17 条第１項の認可を受けていないもの（認可外保育施設）

のうち、次に掲げるもの 

ア 法第 59 条の２の規定により届出をした施設 

イ アに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であっ

て、当該届出をした施設 

ウ 雇用保険法施行規則（昭和 50 年労働省令第３号）第 116 条に定める事業所内保

育施設設置・運営等支援助成金の助成を受けている施設 

エ 「看護職員確保対策事業等の実施について（平成 22 年 3 月 24 日医政発 0324 第

21 号）」に定める病院内保育所運営事業の助成を受けている施設 

オ 国、都道府県又は市町村が設置する児童福祉法第６条の３第９項から第 12 項ま

でに規定する業務又は法第 39 条第１項に規定する業務を目的とする施設 

⑩ 子ども・子育て支援法第 59 条の２第１項に規定する仕事・子育て両立支援事業の

うち、「企業主導型保育事業等の実施について」の別紙「企業主導型保育事業費補助金

実施要綱」の第２の１に定める企業主導型保育事業 

（３）要綱第７条第１項第１号に規定する「過疎地域、離島及び中山間地域等」とは、

次の①から⑩の地域等とする。 

① 過疎地域（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第 19 号）

第２条第１項に規定する区域又は同法の規定により過疎地域とみなされる区域をい

う。） 

  ② 離島振興法第２条第１項の規定により指定された離島振興対策実施地域 

③ 奄美群島（奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29 年法律第 189 号）第１条に規定

する奄美群島） 

④ 豪雪地帯及び特別豪雪地域（豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37年法律第 73号）第
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２条第１項に規定する豪雪地帯及び同条第２項の規定により指定された特別豪雪地帯） 

⑤ 辺地（辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 

（昭和 37年法律第 88号）第２条第１項に規定する辺地） 

⑥ 振興山村（山村振興法（昭和 40 年法律第 64 号）第７条第１項の規定により指定さ

れた振興山村） 

⑦ 小笠原諸島（小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79 号）第４条第１

項に規定する小笠原諸島） 

⑧ 半島振興対策実施地域（半島振興法（昭和 60 年法律第 63 号）第２条第１項の規定

により指定された半島振興対策実施地域） 

⑨ 特定農山村地域（特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促

進に関する法律（平成５年法律第 72号）第２条第１項に規定する特定農山村地域） 

⑩ 沖縄の離島（沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）第３条第３号に規定す

る離島） 

（４）保育士登録を行った者が要綱第７条第１項第１号に規定する業務に従事すること

ができなかった場合であって、養成施設卒業後１年以内に要綱第７条第１項第１号に

規定する職種以外の職種に採用された者については、会長が本人の申請に基づき要綱

第７条第１項第１号に規定する業務に従事する意思があると認めた場合、要綱第７条

第１項第１号及び第８条第１項第２号に規定する「養成施設を卒業した日から１年以

内」を、「養成施設を卒業した日から２年以内」と読み替えることができるものとする。 

（５）要綱第７条第１項第１号、要綱第８条及び要綱第９条第２項第２号に規定する「そ

の他やむを得ない事由」は、要綱第７条第１項第１号に規定する業務に従事すること

が困難であると客観的に判断できる事由（育児休業等）でなければならないものとす

る。 

（６）要綱第７条第１項第１号の５年間の業務従事は、児童の保護等の業務への在職期

間が通算１，８２５日以上であり、かつ、児童の保護等に従事した日数が９００日以

上であることを要するものとする。また、同号の３年間の業務従事は、児童の保護等

の業務への在職期間が通算１，０９５日以上であり、かつ、児童の保護等に従事した

日数が５４０日以上であることを要するものとする。 

２ 保育士就職準備金貸付事業における返還の債務の当然免除にあたって、要綱第７条第

２項第１号、要綱第８条及び要綱第９条第２項第２号に規定する「その他やむを得ない
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事由」は、要綱第７条第２項第１号に規定する業務に従事することが困難であると客観

的に判断できる事由（育児休業等）でなければならないものとする。 

３ 要綱第７条の規定により返還免除を受けようとする者は、保育士修学資金等返還免除

申請書（別紙様式第６号）を会長に提出しなければならない。なお、会長は、所定の届

出や従事証明等により返還の債務の当然免除の要件を満たしていることが確認できる場

合には、借受人等からの申請によることなく、返還の債務の当然免除を行うことができ

るものとする。 

４ 会長は、前項の申請書の提出があった場合において返還免除が適当と認めたときは、

返還免除の決定をし、申請者及びその連帯保証人に対してその旨を通知するものとする。 

 

（返還） 

第 10条 借受人が要綱第８条の各号に規定する事由（以下、「返還事由」という。）に該

当することを会長が知ったとき、会長は、修学資金等（貸付契約の解除により生ずる修

学資金等の返還債務を含む。以下、本条において同じ。）の返還期間及び返還月額等返

還のために必要な事項を定めて返還決定を行うものとする。借受人は、会長が返還決定

した内容に従って修学資金等を返還するものとする。 

２ 修学資金の返還期間は、返還事由が生じた日の属する月の翌月から起算して修学資金

の貸付けを受けた期間（要綱第６条第２項の規定により貸付けを休止された期間を除

く。）の２倍に相当する期間以内の期間を基準として、会長が返還決定時に定めるもの

とする。 

３ 保育士就職準備金の返還期間は、返還事由が生じた日の属する月の翌月から起算して

６か月（ただし、返還すべき金額が 20万円を超える場合は、12か月）以内の期間を基準

として、会長が返還決定時に定めるものとする。 

４ 返還方法は月賦の元金均等払方式とする。ただし、一時払いにより繰り上げて返還す

ることを妨げない。また、返還は、会長が指定した金融機関の口座への振り込みによる

ものとする。 

なお、返還事由に該当した日以降に、借受人が保育士修学資金等返還明細書（別紙様

式第５号）によって半年賦の元金均等払方式等による返還を希望する場合、会長は、半

年賦の元金均等払方式等への返還方法の変更を認めることができるものとする。 

５ 返還月額の計算上において１，０００円未満の端数が生じるときは、その端数の全額
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を返還の初回、又は最終回等に含めることにより、返還月額を調整するものとする。 

６ 修学資金の借受人が、養成施設を卒業した日から１年（第９条第１項第３号の規定に

より読み替えを受けている場合は、２年）以内に、岡山県内において要綱第７条第１項

第１号に規定する業務に従事しなかったときは、要綱第８条第１項第３号に規定する事

由に該当するものとして扱う。 

７ 要綱第８条第１項第４号に規定する事由には、借受人から従事意思喪失の申し出があ

った場合だけでなく、借受人に岡山県内で要綱第７条第１項第１号に規定する業務（保

育士就職準備金の借受人は、要綱第７条第２項第１号に規定する業務）に従事する意思

がなくなったと会長が判断した場合も含まれるものとする。 

 

（返還の債務の履行猶予） 

第 11条 要綱第９条の規定による猶予（以下「返還猶予」という。）を受けようとする者

は、保育士修学資金等返還猶予申請書（別紙様式第７号）を返還猶予の事由が生じた日

から２週間以内に会長に提出しなければならない。 

２ 会長は、前項の申請書の提出があった場合において返還猶予が適当と認めたときは、

返還猶予の決定をし、申請者及びその連帯保証人に対してその旨を通知するものとする。 

 

（返還の債務の裁量免除） 

第 12 条 要綱第 10 条第１項第１号及び第２号に規定する返還の債務の裁量免除は、相続

人又は要綱第５条に規定する連帯保証人へ請求を行ってもなお、返還が困難であるなど、

真にやむを得ない場合に限り、個別に適用するものとする。 

また、要綱第 10 条第１項第３号及び第４号に規定する返還の債務の裁量免除は、本貸

付事業が要綱第７条に規定する業務に従事した者の定着促進を図るものであることか

ら、その適用は機械的に行うことなく貸付けを受けた者の状況を十分把握のうえ、個別

に適用するものとする。この場合、本人の責による事由により免職された者、特別な事

情がなく恣意的に退職した者等については、適用しないものとする。 

２ 裁量免除については、事業ごとに以下の算定方法を用いる。 

（１）保育士修学資金貸付事業における裁量免除の額は、岡山県内において、要綱第７

条第１項第１号に規定する業務に従事した月数を、修学資金の貸付けを受けた月数の

２分の５（中高年離職者等については２分の３）に相当する月数で除して得た数値（こ
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の数値が１を超えるときは、１とする）を返還の債務の額に乗じて得た額とする。 

（２）保育士就職準備金貸付事業における裁量免除の額は、岡山県内において、要綱第

７条第２項第１号に規定する業務に従事した月数を、24 で除して得た数値（この数値

が１を超えるときは、１とする）を返還の債務の額に乗じて得た額とする。 

３ 要綱第 10条の規定により返還免除を受けようとする者は、保育士修学資金等返還免除

申請書（別紙様式第６号）を会長に提出しなければならない。なお、会長は、所定の届

出や従事証明等により返還の債務の当然免除の要件を満たしていることが確認できる場

合には、借受人等からの申請によることなく、返還の債務の裁量免除を行うことができ

るものとする。 

４ 会長は、前項の申請書の提出があった場合において返還免除が適当と認めたときは、

返還免除の決定をし、申請者及びその連帯保証人に対してその旨を通知するものとする。 

 

（延滞利子） 

第 13 条 要綱第 11 条に規定する「修学資金等を返還しなければならない日」とは、返還

決定時に会長が定めた返還期間の末日をいうものとする。 

２ 要綱第 11 条に規定する年あたりの割合は，閏年の日を含む期間についても，365 日あ

たりの割合とする。 

 

（変更の届出等） 

第 14条 借受人又は連帯保証人は、次のいずれかに該当するときは、７日以内に所定の様

式に必要な関係書類を添えて会長に提出しなければならない。 

（１）保育士修学資金の借受人が養成施設を卒業したとき。 

修学等状況届（別紙様式第８号） 

（２）保育士修学資金の借受人が退学、休学及び停学の処分を受けたとき又は復学した

とき。 

修学等状況届（別紙様式第８号） 

（３）保育士修学資金の借受人が授業料等減免の利用を申し込んだとき及び授業料等減

免の額（利用停止等により０円の場合も含む。）が確定したとき。 

 他制度の利用にかかる申出書（別紙様式第９号） 

（４）保育士修学資金の借受人が保育士として登録したとき。 
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修学等状況届（別紙様式第８号） 

（５）借受人が要綱第７条第１項第１号に規定する業務（保育士就職準備金の借受人は、

要綱第７条第２項第１号に規定する業務）に従事したとき 

業務従事（就職）届（別紙様式第 10号） 

 （６）借受人が要綱第７条第１項第１号に規定する業務（保育士就職準備金の借受人は、

要綱第７条第２項第１号に規定する業務）に従事しなくなったとき 

業務離職（退職）届（別紙様式第 11号） 

 （７）借受人又は連帯保証人の氏名、住所又は電話番号に変更があったとき 

住所・氏名等変更届（別紙様式第 12号） 

（８）借受人又は連帯保証人が死亡したとき 

借受人・連帯保証人状況変更届（別紙様式第 13号） 

（９）借受人又は連帯保証人の勤務先又は職業に変更があったとき 

借受人・連帯保証人状況変更届（別紙様式第 13号） 

（10）借受人又は連帯保証人が仮差押、仮処分若しくは滞納処分又は強制執行若しく は

競売の申立てを受けたとき 

借受人・連帯保証人状況変更届（別紙様式第 13号） 

（11）借受人又は連帯保証人が破産又は民事再生手続開始の申立てを受け、又は申立て

したとき 

借受人・連帯保証人状況変更届（別紙様式第 13号） 

２ 借受人は、修学資金等の返還の債務が消滅するまでの間、毎年度４月 15日までに、前

年度中の要綱第７条第１項第１号に規定する業務（保育士就職準備金の借受人は、要綱

第７条第２項第１号に規定する業務）への従事状況（休業状況を含む。）を証する業務

従事証明書（別紙様式第 14号又は別紙様式第 15号）を会長に提出しなければならない。 

３ 会長は、借受人及び連帯保証人に対し、修学資金等貸付けの目的を達成するために必

要な事項について、書類の提出又は報告を請求することができるものとする。なお、借

受人及び連帯保証人は、当該請求を受けた日から１４日以内に書類の提出又は報告を行

わなければならない。 

 

（その他） 

第 15条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 
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   附 則 

1 この細則は、令和４年７月１日から施行する。 

  なお、平成 28年 10月１日から施行の岡山県保育士就職準備金貸付制度実施要綱細則は、

廃止するが、当該細則に基づき実施している事業の取り扱いについては、なお従前の例に

よるものとする。 

2 この細則は、令和５年 10月１日から施行する。 

なお、旧細則に基づき実施している事業の取扱いについては、なお従前の例によるもの

とする。 
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